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敦賀市管工事協同組合

敦賀市のライフラインの守り人

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
当組合は1971年に敦賀市の管工事業者を組合員として設立された事業協同組合であり、2021年には創立

50周年を迎える。当組合は管工事資材の共同購買を事業の軸に据えており、規模性や組織率等中小企業組
合の特性を生かし、低価格で高品質な資材の仕入れを実現している。共同購買に次ぐ柱の事業の構築を模
索する中で、共同受注に注力していくこととなり、準備期間を経て2017年に官公需適格証明(物品納入等)
を取得した。

●● 組合事業（官公需）の内容
当組合における官公需受注の発注元は全て敦賀市であり、①配水管洗管作業業務、②漏水等修繕待機体

制業務、③市営住宅空き住戸設備点検業務の3事業を受注している。①では、敦賀市全域の水道管の洗管
や修繕を担っており地域の水質維持・改善に寄与している。②では、365日24時間で待機体制を整えてお
り家屋・施設等幅広く漏水や排水つまり等市民の困りごとに対応している。③では、老朽化の進む敦賀市
営住宅において新規入居のタイミングに合わせた設備点検業務を担っている。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
飲料水という生命維持に欠かせないライフラインを担う使命感を組合全体で共有し、共同購買等、各種

共同事業に真摯に取組み成果をあげていることが最大の強みである。それによって組合員はもとより地域
の関係各所から厚い信頼を得ている。例えば、当組合は「敦賀市水道工事設計・施工指針」を敦賀市上水
道課との提携のもと編集・発行している。中小企業組合が公共工事指針を策定する例は全国的に珍しく自
治体や地域住民との信頼関係が構築できていることを如実に示している。

また、当組合は「ライフラインの守り人」を合言葉に緊急時対応に取り組んでいる。2006年に敦賀市と「災
害時における協力に関する協定」を結び防災訓練や施設点検を行っているほか、2012年に岐阜県の各務原
市管工事協同組合と「災害時相互応援に関する協定書」を締結した。単組間での協定締結は国内初である。

そのほか、個別住宅での水道点検にあわせた独居高齢者宅の見回り、同市の一大イベント「敦賀まつり」
への水神輿の提供/担ぎ手としての参画等々、ごく自然に地域社会に目を向け積極的な関与、貢献を続けている。
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●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
先に示した③市営住宅空き住戸設備点検業務は、官公需適格組合証明の取得後に受注した事業である。

これまでは組合員資格である管工事に直接関係する上下水道課での折衝が中心であったが、適格組合証明
取得後、幅広く他の課にも御用聞きにまわり、各課が有する課題に対し具体的な解決策を提案する営業活
動を展開した。その結果③市営住宅空き住戸設備点検業務の受注に至った。

また、上述した営業活動のみならず、各組合員の技術、積算、安全対策といった管工事関連業務に必要
な能力を総合的に向上させるための研修等を継続的に企画実施しており、組合員の公共事業に対する業務
遂行能力が内外から評価されている。

　

●● 発注機関等へのアプローチの方法
福井県では官公需適格組合の数が少なく自治体の制度理解が進んでいないのが現状であるが、適格組合

証明を一つの営業ツールとして取り扱い、アプローチすることに一定の成果が表れた。例えば、適格組合
証明を有効に活用すべきであるという機運が生じ、組合員による自発的な営業活動が意識付けされたこと、
また、自らが行政に対し官公需適格組合制度について説明し理解を促すことで、組合員自身の制度理解の
深耕はもちろん、当組合における共同受注の重要性を再確認する契機となったことが挙げられる。その結
果が上述の新規受注につながったと考えられる。

●● 今後の展開・目標
設立50周年の節目を迎えるにあたり組合会館を

新築する計画であり、これを機に各共同事業の更
なる拡充を図ろうと意気込んでいる。官公需の共
同受注においても今後受注拡大施策を本格化し、
官公需適格組合証明をさらに有効活用していくこ
とが期待される。

ボランティアの一環としてのボックス点検

防災訓練水道設備点検
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島根県ビルメンテナンス協同組合

ビルメンテナンスは地産地商

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
1978年に、島根県内で主として官公庁及び民間のビルメンテナンス業務を行う事業者９社により

設立された。その後、官公庁からのビルメンテナンスに関する多種多様な業務内容にも適正かつ誠
実に対応できる体制を確立し、1982年、広島通商産業局長から官公需適格組合証明を受け今日に至っ
ている。 現在、組合員数は17社に増加し、その従業員数は4,300名にのぼる。当組合では、絶えず
組合員及び従業員の資質向上に努め、ビルメンテナンスの基本理念である公衆衛生の向上を各施設
現場において実現することにより、快適で安心、安全な環境を提供し、地域社会に貢献することを
目的としている。

●● 組合事業（官公需）の内容
官公需のビルメンテナンスの共同受注事業を中心に、ジョブトレーニングセンター事業（人材育

成）、教育研修・情報事業、業界別持続化支援事業（事業承継課題解決事業含む）、福利厚生事業を
行っている。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
「ビルメンテナンスは地産地商」であると考えている。これは、官公需は地域のインフラや公的

施設にかかわる社会的事業であるから、地場に生まれた事業者が携わるからこそ、災害時において
も高品質で責任ある対応を取ることができるとする考えである。そのため、高い品質保証をセール
スポイントとし、信頼の獲得に努めている。
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●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
官公需は基本的に一般競争入札であるが、大規模な業務委託は提案競技型により発注されている。

提案競技にあたっては、発注者目線に立った組織品質と作業品質の向上による高い品質保証を実現
し、信頼を獲得することで、結果として組合受注となるよう工夫をしている。

組織品質向上においては、徹底的な不正防止に取り組んでいる。新たにコンプライアンス委員会
を設置し、「慣習による業界のあたり前」から「クリアな組織体制」へと意識改革を進めている。また、
理事会の下に総務委員会、共同受注委員会、作業管理委員会、官公需検査委員会、コンプライアン
ス委員会を設置し、徹底したガバナンス・マネジメント体制を整えるようにしている。

作業品質向上においては、組合事務局に事業部を設置し、直接業務を行うとともにジョブトレー
ニングセンターとして位置付け、組合員の人材育成の場として提供している。

組合事務局従業員に対する資格手当や資格取得支援の導入、各組合員の業務責任者に対する技術
研修会、積算研究会なども行っている。

●● 発注機関等へのアプローチの方法
徹底した品質保証の向上に努め、島根県が東西に長い地理的特徴の中でも、組合員による均一な

サービスを提供できる体制を整えていることをアピールポイントとしている。ビルメンテナンス業
は典型的な労働集約型産業であり、地元密着型産業であることから、受注額の増減が地域雇用に大
きな影響を与える。しかし、業界は中小企業者が多く存立基盤は強くない。当組合が、組合員企業
である中小企業者をとりまとめ、安定的な受注につなげることで、安定した雇用につながるという、
発注者である県と受注者である組合が互いにWin-Winの関係が生まれることも強調している。

●● 今後の展開・目標
新たな課題に対応するため、部会の設置について検討を進めている。また、長期契約により受注

している業務については品質確保と業務改善に努め、引き続き円滑な業務執行を図っていく。
加えて、2019年10月より、一部の県立高校施設の管理の一元化が実施されたが、県内全域の学校

施設管理の一元管理を受注できるよう取り組むこととしている。

課題別研修①　メネジの交換 課題別研修②　玄関ドアの調整
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広島県警備業協同組合

相互扶助の精神に基づく、安心と信頼の警備

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
当組合は1991年に警備業に携わる11事業者を中心に、広島県全域を対象に効率的受注発注体制の
確立を主な目的として設立された。現在は第二世代を中心に組合運営がなされている。1980年代、
広島では大規模な国際イベントが次々と開催されたことにより、警備の需要が拡大した。当時の警
備に関する事業はビルメンテナンス関係の事業者が受注することが多かったこともあり、警備事業
の中小零細企業が結束し1991年に組合設立に至った。広島市、福山市、広島県の事業を中心に受注
しており、港湾や施設の警備を中心に行っている。また、組合設立当初より、官公需適格組合証明
の取得を目指しており、2008年に適格組合証明を取得した。

●● 組合事業（官公需）の内容
組合事業は広島市、福山市、広島県を中心とした警備業であり、港湾や施設の警備を中心に行っ
ている。当組合は共同受注、共同購買、金融、教育研修など他県の警備組合との交流が効率的に実
施されている。また、制服や警備用品の共同購買・リースや募集広告などを共同で行い、組合組織
としてのメリットを十分に活用しているのも特徴である。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
受注に関することを始め、物事を行う際には理事会で充分に検討を重ね、組合員へ丁寧な説明を

した上で決定している。その結果、組合の決定事項には従い、抜け駆けやスタンドプレーはしない
という強い団結力が強みである。
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2018年頃まで、広島県警との災害協定に基づき災害ボランティアを行っていた。そのボランティ
ア活動を正式な形で強化していくために、2020年春を目途に広島県と災害支援協定を結ぶ予定であ
る。

また、地域での社会貢献活動はもちろん、組合員の教育活動なども行っている。

●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
地域の警備事業を受注するにあたり、組合で受注することが組合員の総意となっており、同時応

札等の場合も組合優先が徹底されている。配分については、受注可能な組合員を募り、仕事を振り
分けていくという形式であるが、理事などの幹部以外の組合員を優先するなど、「相互扶助の精神」
による運営が円滑な事業運営につながっている。

●● 発注機関等へのアプローチの方法
当組合は発足以来、協同組合の趣旨である「相互扶助の精神」を重視し組合員に浸透させてきた。

こうした姿勢は広島市や広島県の発注機関に対しても同様であり、発注機関は適格組合をしっかり
と認知しているため安心して組合に発注できる体制が整っている。実際に港湾警備や花火大会など
の地域の大きなイベントの警備を受注するなど、発注機関からは厚い信頼が寄せられている。

●● 今後の展開・目標
組合の世代交代も順調に進められている。組合員は事業承継予定者がいることからも、組合での

活動を進んで行い、業界のサービス品質向上や労働環境の改善にも着手している。また、業界の最
新情報なども組合員に周知させることで、業界全体の教育活動や地位向上に努めている。業界のな
かでも規模の差があるが、大手組合員が業界をリードし、零細企業も含めて業界を高め拡げていく
との強い志を持っている。

警備業務の様子 大規模イベント時の様子
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徳島技術支援協同組合

高度な技術者育成を通じて発注者ニーズに応える

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
2006年頃から国土交通省から発注者支援業務を受託していた社団法人四国建設弘済会（当時）解

体の機運が高まり、国土交通省が発注する業務について建設弘済会を通さずに民間が直接受注する
という流れが生まれた。その結果、従来下請であった小規模事業者は入札参加の資格要件である資
格者数を満たすことが困難になってしまった。そこで、現理事長の尾北氏が徳島県内の小規模事業
者に協同組合結成を呼びかけ、2006年に設立されたのが当組合である。

組合設立にあたっては四国地方整備局に相談したが、国土交通省の入札に協同組合が参加した前
例がなかった。しかし、建設業で一般的な共同企業体（JV）ではなく協同組合を選択する理由と
して、技術者を育成するために長期的に安定した組織体が必要であること、協同組合のほうが資金
調達に有利であることなどを説明したところ、入札に参加できることとなった。その後、順調に受
注を獲得し、2008年には官公需適格組合証明を取得した。

●● 組合事業（官公需）の内容
現在、国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所、那賀川河川事務所、四国山地砂防事務所、

香川河川国道事務所から総合評価落札方式一般競争入札にて受注している。内容は道路工事、砂防
工務、電気通信関係などの技術資料作成等業務、河川巡視支援業務などである。

これらの業務は、技術士や一級土木施工管理技士などの資格をもった組合職員を発注者側事業所
に派遣して行う。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
当組合の強みは、総合力に基づく提案力である。水処理、電気・通信、測量などのノウハウをも

つ建設コンサルタントの集まりである当組合は、受注内容に関する専門知識および文書作成ノウハ
ウにおいて他社と差別化できる提案力をもっている。また、業務の中で高度な問題が発生した場合
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は組合員がチームで対応して解決することができる。
さらに、職員として技術者が充実しており、何かあったときにいつでも対応できる体制であるこ

とが強みである。発注元に派遣される技術者には交代員を常時配置して業務の遂行に支障がないよ
うにしており、発注者の信頼を得ている。

●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
組合職員としての技術者育成に力を入れており、新たな発注に対応できる体制を、時間をかけて

整えてきた。技術者あってこその受注であるため、まずどのような業務を受注したいのか目標を決
めてから、技術者確保・育成方針を立てている。

組合員は４社４様の考え方をもっているので時に人材育成方針が合わないこともあるが、当組合
では組合としての統一基準を定めて職員として技術者を採用している。発注元に派遣される職員は、
組合として共通した考え方や行動規範をもって業務に当たっているため、発注者に対して安心感を
与えており継続的な関係を築く一助となっている。

結果として、３年単位での受注につながっている。

●● 発注機関等へのアプローチの方法
発注者である四国整備局に理事長が定期的に訪問して、情報交換を行っている。災害対策やイン

フラ維持問題から環境問題に至るまで様々な意見交換をしており、「お互いに手帳にメモを取りな
がら話す関係」を目指している。また、職員を派遣している各事務所にも業務連絡を兼ねてきめ細
かに訪問し、職員の様子を確認したり、現場での新たなニーズを探索したりしている。

さらに、組合員から職員まで全員を集めた勉強会を年に数回開催して、技術力の向上を図ってい
る。勉強会の内容は毎回発注者に報告を行っており、技術力をアピールしている。

●● 今後の展開・目標
今後の展開として、これまでと同様に国土交通省にターゲットを絞り、技術者育成を柱として受注

獲得を目指すつもりである。特に、政策としてイン
フラ維持補修がメインとなることが考えられるので、
その業務に合わせた技術者の育成に力を入れていく
こととしている。

砂防工事現場河川巡視メンバーと巡視用車
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三豊市上下水道工事業協同組合
生命の源、水を大切に。

水と向き合い人と向き合い、未来を創る

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
三豊市は旧７町の合併により2006年に誕生した。その後水道事業の一本化が進められることとなり、三豊市民に

安全で安心な水を供給することを目的として同年に三豊市上下水道工事業協同組合が設立された。水道関連業務の
域外事業者への委託が増加するなか、「三豊の水は我々で守る」を合言葉に組織体制を強化していった。

さらに、安定した工事受注と組合員への波及効果を狙い、2012年に官公需適格組合証明を取得し、行政・市民双
方からの信頼関係を強化している。

●● 組合事業（官公需）の内容
組合事業の中心は水道工事の受注、水道料金徴収等業務、浄水場運転管理業務である。香川県広域水道企業団か

ら水道料金等徴収等業務、水道メーター交換業務、水道施設点検業務、宿日直業務、浄水場の管理業務、緊急修繕
工事、漏水調査を受注し市民の水をフルサポートしている。

組合員の協力のもと、年中無休・24時間体制で水回りの事故に対応するため待機をしている。また緊急時に対応
するための出動態勢も整えている。その他にも、各組合員は国家資格の取得、講習会、技術研究会等の教育活動に
積極的に取り組むことで、サービス技術の向上を図っている。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
市民の命の水道を守るべく、ISOを取得し品質向上と環境配慮による水道サービスの充実を図っている。さらに

安定した事業継続を実現できる組織体を目指し、全国の組合で初めてレジリエンス認証を取得した。域外事業者と
は異なり、地域の地の利を熟知し迅速にトラブルへ対処できるのも組合の強みである。「品質」「環境」「組織」の
強靭化を図ることで、確実で付加価値の高い水道サービスを実現している。

地域の地元企業としてのシビックプライドに基づき、地域の安心と安全を守るための取組みを行っている。具体
的には市民とともに震災対策訓練への参加、水道週間に併せた水フェスタの開催、献血奉仕活動・地域の清掃活動
など積極的に取り組んでいる。

●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
ISOの品質と環境の認証を活動に結びつけるための業務運営体制を確立させている。組合運営は理事会を中心に

運営し、特に活発な活動について「青年部会」「電気部会」「技術部会」「女性部会」を発足させた。「青年部」では
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次世代を担うエネルギッシュな組合員で構成し、教育活動や行事などを実施している。「電気部会」では電気関係
従事者を中心に市内の水道施設点検を行っている。「女性部会」では、組合を陰で支える存在として、BCPの取組
みに参加している。「技術部会」では組合の中心的存在として、4部会のとりまとめを行っている。これら4部会が
連携することで地域密着型の体制をより確実なものとし、付加価値のある業務実施を実践している。

●● 発注機関等へのアプローチの方法
地域密着で取り組むことで香川県広域水道企業団との信頼関係が構築され、水道サービスを安心して依頼するこ

とのできる関係性を構築している。しかしながら水道事業をめぐる環境は厳しさを増している。全国事業者を対象
とするプロポーザル公募の導入、発注機関の変更など、これまで行政との間に築いてきた関係性だけでは受注が難
しくなってきている。今後は官公需適格組合証明を全面的に活用し、価格競争に巻き込まれないような地域密着で
付加価値の高いサービスの実現をPRしていきたい。

●● 今後の展開・目標
常に組合員の先頭に立ち、皆を牽引できるよう、今後も新しいことに目を向けてチャレンジしていきたい。
三豊市においても人口減少・少子高齢化は深刻化しているので、例えば人材育成や外国人労働者受け入れなどを

視野に入れながら取り組んでいきたいと考えている。また、水道事業に関わる人手不足は水道サービスの低下を招
きかねず、ひいては市民のライフラインである安全・安心の水の提供が難しくなる恐れも出てくることから、多様
な雇用の実現に向けて視察などを重ねている。

さらに災害が極めて少なく温暖で過ごしやすい香川県でありながら、当組合では「危機管理」「BCP」に強い関
心を寄せている。昨今ではいつ突発的な災害が起こるか分からず、地区外で起こりえる災害にも応援が必要な場合
もある。「三豊の水は我々で守る」の信念を忘れず、住民の命をつなぐ水の安定供給のあり方を常々模索している。

当組合の最大の強みはこうしたオープンな思考とチャレンジ精神、そして徹底的に住民目線に立つことによって
得られる厚い信頼である。

講習会の様子 献血奉仕活動の様子

水フェスタの様子
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愛媛県石油業協同組合

災害協定と官公需の一体的取組みの推進

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
当組合は、石油需要が旺盛となってきた60年ほど前に設立された。近年になり、石油の需要減、

事業承継難、消防法の改正（2010年）による地下タンクの更新改修に要する費用負担増などの理由
により廃業する事業者が増加したことによる組合員並びに組合の経営安定化のため、官公需適格組
合証明を取得するに至った。

●● 組合事業（官公需）の内容
愛媛県下の市町村施設や各公共団体（学校給食、病院、消防、清掃施設、斎場、浄化センター、

警察車両や公用車等）や離島向けの燃料（灯油、軽油、ガソリン、重油）の安定的供給を事業とす
る。現在、松山市役所ならびに愛南町の関連施設や団体から受注している。組合員はサービスステー
ション（SS）を主たる事業としている。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
受注件数を増やすことではなく、平常時に限らず災害時においても安定した燃料供給を実現する

ことを社会的使命と考えている。そのため、災害協定を結んだ市町村や公共団体で官公需共同受注
先に対しては、災害時における燃料確保が安定的になることをセールスポイントとしている。

●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
共同受注は、すべての組合員にとってメリットのあるものではなく、事情により、個別受注の方

が都合のよい場合もある。共同受注に際しては、各組合員の事情を勘案し、丁寧な調整を図ったう
えでの配分に務めている。また、受注後は、災害時を想定した燃料供給演習を組合員や市町村と共
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同で実施したり、市役所等の受注先と組合員リストを共有化することでダイレクトに連絡が取れ緊
急時に素早く対応できるようにしたり、関連施設に燃料を供給する事業者が複数関与することで現
場情報を共有するなど、災害時における安定的燃料供給のための運営システムを整備している。

●● 発注機関等へのアプローチの方法
市町村側は、経済合理性に基づいて判断する傾向にあることから、適格組合といえども、競争入

札により受注することは簡単なものではない。また、地方自治法の解釈の問題もあり、随意契約を
締結するのも難しい状況である。こうした問題を解決するために、県下の市町村をはじめとする関
連機関と災害協定を締結し、災害協定と一体化した事業内容であり、公益性の高い事業であること
をアピールすることや、災害協定に平常時の発注に配慮するとした文言を加えることで、随意契約
を結べるような働きかけを行っている。

●● 今後の展開・目標
災害協定を県下の自治体と締結し、それと一体化した形で、官公需共同受注を推進していく。

愛媛県との災害協定締結の様子 組合員による燃料供給演習の様子

愛媛県警との燃料供給演習の様子
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大分県警備業協同組合

組合と組合員との信頼関係に基づいた大規模業務の受注

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
警備業は高度情報化社会を背景に、活動領域の拡大、業務の複雑化、顧客ニーズの多様化等、果たすべ

き役割の重要度が増しており、警備業法改正の都度、警備員指導教育責任者の業務毎の選任、主要現場に
おける警備員有資格者の配置など、警備業者の対応が求められてきた。

そうした中、業界では警備業協会が設置され、法令順守等の指導に当たってきたが、社団法人（当時）
であることから活動に制約される部分が多かった。そこで、警備業界として警備業務の共同受注、警備員
の知識・技能の研鑽等の事業を行う組織が新たに必要となったことから、2005年に当組合を設立し、組合
員の企業体質の強化、状況に対応できる機動力を発揮することによる地域社会への貢献を図ることとした。

共同受注事業をさらに推進すべく、大分県公安委員会から組合として警備業の認定を受け、2009年には
大分県中央会の指導・助言の下、官公需適格組合証明を取得している。

　

●● 組合事業（官公需）の内容
大規模催事等の開催に伴う警備業務の共同受注を中心に行っている。
警備業務は警備業法上４種類に大別されており、その内の２号業務と言われる雑踏警備、交通誘導警備

を当組合で実施している。
大分県内はもとより、県外の業務に対しても積極的に参画している。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
当組合は、組合員企業数20社、警備員総数約2,100名を擁し、県下最大の動員力を誇っている。
県内外における大規模イベント警備において、１日当たり警備員200名以上の業務を実施するなど、大

量動員を必要とする警備業務の実績を多数残している。
また、当組合は警備のプロ集団として、質の高いセキュリティレベルを目指しており、組合事務局を２

名から３名に増員し、警備員検定（雑踏警備業務等）１級、２級の資格者を揃え、組合員とともに組合が
警備業務に携わっている。
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組合が催事の前に必ず現場を実地踏査し、行政等発注者への綿密なヒアリングを行った上で、混雑場所
や危険個所などを探り、交通規制等も踏まえた警備実施計画を立てている。警備現場においては、適時的
確な指揮命令や連絡調整などにより発注者の要望に応え、警備品質について高い評価を得ている。

その他、組合として地域貢献活動にも力を入れており、2016年熊本地震の際には災害支援として被災地
の巡回パトロールを行ったほか、地元消防団とともに地域安全パトロールの実施、暴力追放大会への参加
など積極的に取り組んでいる。

●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
社会の防犯・防災意識の高まりとともに生活安全産業として定着してきた警備業であるが、発注機関に

その重要性や専門性がまだ理解されていない状況が見受けられる。
そもそも警備業を営むには、警備業法に基づき公安委員会の認定が必要であるほか、警備場所に警備業

検定合格者の配置義務を課せられるなど、専門性を要する仕事である。さらに、組合が共同受注する雑踏・
交通誘導警備業務は、炎天下など過酷な労働環境での仕事も多く、当然ながら最低賃金を下回ることはで
きない。よって適正価格での発注がなされるよう発注機関に対し組合が要望・説明を丁寧に続けており、
行政にも理解が浸透しつつある。

こうした組合の努力を組合員も理解しており、季節や曜日によって組合員各社の繁閑はありながらも必
要な警備員数を確保し、共同受注した業務の適切な遂行に組合一丸となって取り組む体制が整っている。

入札や業務発生の都度、共同受注委員会を開催し、組合員への業務配分を決定しているが、組合が組合
員の警備能力を把握することで適材適所の業務分担を行うことができている。

●● 発注機関等へのアプローチの方法
警備業は警察、消防、国、県や市などをサポートする役割でもあり、行政機関と連携した取組みが不可

欠であることから、日頃から各機関と良好な関係の維持に努めるほか、県警や自治体消防等とは合同訓練
なども実施している。このような関係機関との連携や動員力、警備品質等の強みを活かし、発注機関に対
し、組合役員が中心となり営業活動を行っている。

●● 今後の展開・目標
今後も、当組合の強みである動員力を活かせる大規模イベントの警備業務の受注獲得に努めていく方針で

ある。本県同様に隣県においても質量ともに労働力不足が深刻化する中、当組合の実績や動員力を頼りに他
県からの引き合いが増えている上、県内に大きなイベントが少ないこともあり、県外の業務を積極的に受注
していく。

また、適正価格による分割発注の要望にも力を入れてい
く。警備は専門性が求められる業務でありながら、催事運
営などの一部として安易に一括発注されることが多く、警
備品質が低下し各種の事故につながる例もあるため、発注
側に理解と協力を促していくこととしている。

組合ロゴマーク ワールドカップ警備風景
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沖縄県白蟻防除事業協同組合
シロアリの実態に即した的確な防除処理を

行うことができる専門集団

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
シロアリ被害の防除処理を的確に行うには、防除に関する適切な経験・知識・技術を有するとともに、

人の健康と環境の保全にも常に気を配ることが求められる。しかしながら、当時、沖縄県内のシロアリ防
除処理の事業者のほとんどが小規模であり、知識・技能だけでなく防除処理を的確に行うことへのモラル
の度合も様々であったことから、防除処理を的確に行うための専門的組織が必要と考えて、1971年に当組
合を設立した。

設立以後、技能の向上と経営の改善を図っていきながら、シロアリ防除に関する様々な調査・研究活動
やその情報の提供、また、環境保全への意識の高まりや従来日本にはいなかった外来種の駆除など、多様
化する社会ニーズや新たな問題への対応を行ってきた。

●● 組合事業（官公需）の内容
当初は共同購買・共同販売が主体であったが、1980年に官公需適格組合の証明を取得したことで、1990

年より、「首里城復元工事（沖縄総合事務局開発建設部、都市整備公団等）」をはじめ、特別名勝「識名園
建設工事（那覇市教育委員会）」など、後に世界遺産に登録される文化財の公共事業に関わることができ
るようになっていった。

また、シロアリ予防の新たな工法である「ベイト工法（薬剤を散布しないため人やペット等への安全性
が高い工法）」をいち早く導入し、積極的に推進したことで、「沖縄コンベンションセンター防除処理（沖
縄コンベンションビューロー）」、「沖縄県立開邦高等学校の校舎及び青藍寮防除処理（沖縄県教育委員会）」
などをはじめ、より多くの新旧建築工事に関わることができるようになっていった。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
近年、沖縄県では建設工事が多いため、他県からの同業者の参入が見られるが、被害の広がるスピード

や規模が格段に大きい沖縄県特有の「イエシロアリ」には対応できない業者も多く、受注できない業者が
いることも珍しくないのが実情である。

当組合は、1971年の設立以来培ってきた多様な知識・技能・経験を有しており、組合員の技能や資質向
上に積極的に取り組んでいるため、沖縄県のシロアリの実態に即した的確な防除処理を行うことができる
専門集団として、地域のシロアリ被害減少に意欲的に取り組んでいる。
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●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
共同受注は、直接組合で受注することが多い。受注した仕事の配分については、シロアリ駆除の仕事が

５～９月に集中するなど組合員それぞれの繁忙期が重なるため、対応できる組合員を募る形で行っている。

●● 発注機関等へのアプローチの方法
シロアリ防除は、少額などの理由から分離発注が行われず、建設工事業者等の下請けとなることもある。

そうした実態を踏まえて、建設工事業者にも営業することで受注につなげるなどの工夫をしている。
また、技能やモラルの低い同業者も多いため処理後のトラブルを耳にするが、シロアリ防除業務は専門

的な知識・技能・経験が必要であり、シロアリの種類や施行場所、周辺環境等によっては更に高い技能や
経験が必要となるなど、大元の発注者である行政に対して、強く伝えることで理解を促し、随意契約につ
なげていくこととしている。

さらには、当組合では連帯保証を実施しているため、万が一、防除施工後にトラブルが発生した場合で
も責任を持って対応できるなど、当組合、並びに、官公需適格組合としての有効性を積極的に伝えていく
こととしている。

●● 今後の展開・目標
沖縄県は寺社や重要文化財が少なく、シロアリ対策のために基礎をコンクリートで固める建物も多いこ

とから、官公需の受注に向けての営業を進めにくいといった実態がある。しかしながら、県外シロアリ防
除事業者に発注し、公共事業を行っている大手建設会社への営業や、小学校等公共施設への畳のシロアリ
防除の提案など、まだまだ新規開拓の余地があると考えている。さらには、市内では木造の一般住宅が増
えてきているなど、民需獲得への期待も高まっている。

そうした市場動向を踏まえながら、積極的に受注活動を展開するなど、当組合の地位を確立するめにも、
官公需実績を背景に民需で新たな価値提案をしていくこととしている。

また、早期発見が難しく再発率が高い新たな外来種「アメリカカンザイシロアリ」の被害も増加傾向に
あることから、こうした駆除方法が確立していないシロアリにも対応できる新たな技能士制度（沖縄のシ
ロアリの実態に即した防除技術を持つ施行技能士資格等）を作り当組合で認定する、そうした活動が新た
な価値提案の一つになると考え、業界全体を見ながら、組合員の受注や技能向上につながる仕組みを作っ
ていくなど、組合としての価値を見出していくこととしている。

加えて、シロアリの研究者が減少傾向にある。そのため、技能継承やシロアリ研究の促進・情報提供の
ためにも、今後の当組合の役割がますます重要になってくると考えている。

ベイト工法 駆除処理
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沖縄県石材事業協同組合
文化財の石積み工事等、石工事に関する

確かな技能を備えた専門集団

●● 今日までの動き・取り巻く環境等
沖縄県の石材事業者は、首里城周辺の復元工事をはじめ、県内各所の石造構造物の建造に携わるなど、主に伝統

的歴史的構造物の保存と地域環境の整備に寄与してきた。しかしながら、技術力は高く評価されていたものの、零
細規模であるために下請けとして収益性の低い受注を余儀なくされ、専業として経営が成り立つのはほんの一握り
の業者であるなど厳しい経営を強いられていた。

そうした中で、首里城の世界遺産への登録が話題になるなど石造物への関心が高まっていき、石材と施工業務の
安定供給等の課題が持ち上がったことから、地元石材業が生き残る唯一の道として1993年に当組合を設立し、組合
員が助け合い一丸となって石材需要増加への対応、高度な技術の習得、組合員の経営安定化等に取り組むこととし
た。そして、建設業の許可を取得したのを皮切りに、土木業・石工事業・造園業等の許可を取得していき、組合と
して公共事業が実施できる体制を構築していった。

官公需適格組合証明の取得には、個々が受注可能な案件でも極力組合の共同受注とするなど、組合員が協力して
組合としての実績を積み重ねていき、1998年に取得した。

●● 組合事業（官公需）の内容
適格証明取得後は、1999年の「旧真玉橋遺構移設工事（沖縄県）」を皮切りに、「宜野湾北中城線道路改良工事（沖

縄県）」など少しずつ実績を積み重ねていき、2000年には「浦添城跡復元工事（浦添市）」を受注するに至った。
「浦添城跡復元工事（浦添市）」では、初年度は競争入札で受注したが、文化財復元の技能を高く評価されたこと

で次年度からは随意契約に切り替えられ、完成まで工事を任されることとなった。
当時、文化財の石積み工事は単年度の入札によって行われるのが一般的であったが、毎年石工が変わるために、

設計上のイメージと最終の完成形が異なったり、石垣の美しさを表現できないこともあった。しかしながら、当組
合が請け負った「一連の工事を、高い技能を有する同じ石工が最後まで責任を持って施工する新たな方式」により、
復元工事は見事なまでに再現できていると高い評価を受けている。

以後、「久米島町内文化財解説版・歌碑修繕業務（久米島町）」や「慰霊の塔改修工事（南城市志喜屋区）」等、
他地域でも随意契約で受注するなど、年々受注範囲を広げている。

●● 強み・セールスポイント、地域との関わり・社会貢献等への対応
当組合では、組合員相互の経営基盤確立のために共同受注体制を強化しており、共同受注実績の半数以上を元請

として受注することに成功している。元請としての受注は、施工した工事の評価が組合員に直接返ってくることか
ら、組合員の意欲を高めることにもつながっている。また、当組合の専門性を高く評価され随意契約として継続的
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に受注する工事も多く、共同受注実績の四分の一近くが随意契約となっている。
そうした共同受注事業の一方で、地元石材業、並びに、石材業界全体の人材育成のために、国家資格である「技

能検定石材施工石積み・石張り作業」の実技検定と学科の講習会を実施しており、これまでに、１級石積み技能士
27名、２級石積み技能士５名、１級石張り技能士85名、２級石張り技能士20名が誕生し、各地の現場で活躍している。
また、琉球古来の石積み工法の継承にも力を入れており、優秀技能者県知事賞受賞者も多数輩出している。

地域との関わりとしては、読山原（ゆんさんばる）海岸の清掃や自然観察会の開催、植樹活動等に意欲的に取り
組むなど、沖縄の宝ともいえる自然を後世に残すと同時に、人々に伝え広く役立てるための活動を行ってきた。

こうした活動の一環として、現在では、行政機関等主催の美化活動に積極的に参加し、継続的な向上に努めている。

●● 官公需共同受注に向けた工夫（運営方法（配分含む）等）と事業実施成果
当組合の武村理事長は、「沖縄県官公需適格組合協議会」の会長でもあり、国・県・市町村等に、官公需適格組

合に対する受注機会の確保及び官公需適格組合制度の周知徹底等の要望を精力的に伝えており、官公需適格組合全
体の知名度を上げる活動が当組合の営業活動にもつながっている。

その中でも、1998年頃より、県の商工労働部の課長や先進事例に取り組む組合の理事等を招くなどして、勉強会・
懇親会を年2回継続的に実施しているが、こうした取組みは、定期的に担当者が異動する行政等に対して、官公需
適格組合の存在や意義を伝え、理解を促す重要な機会となっている。このような取組みを継続することで、組合員
の意識を高く保つとともに、行政等の発注者側との良好な関係構築にもつなげている。

●● 発注機関等へのアプローチの方法
官公需適格組合制度は、県ではまだまだ認知度が上がっていない状況もあるため、また、随意契約は、高い技能

を継承するための有効な手段となるため、県の支援課に対して、「組合事業（官公需）の内容」で紹介した「浦添
城跡復元工事（浦添市）」の事例やその意義を丁寧に説明することで、当組合、並びに、官公需適格組合の有効性
を認識していただけるよう働きかけている。

また、国土交通省や農林水産省等、国への営業は形式的なものに留まっているため、もう少し踏み込んだ営業を
していきたい。そのために、北海道経済部中小企業課が作成した「官公需適格組合制度についてのチラシ（道が実
施している官公需適格組合への随意契約の特例及び競争入札への参加資格の特例の説明や発注事例の紹介等を記載
したチラシ）」を参考にしながら、沖縄県版のチラシやパンフレット等の営業ツールを整備し、積極的な営業活動
を進めていきたいと考えている。

●● 今後の展開・目標
重要なのは組合員の仕事を作ること、つまりは組合で受注できるようにすることと考えている。そのために、ま

ずは、技術のある人を組合専従者として採用すること、そして、信頼できる組合員、連携が取れる組合員を増やす
ことが大切だと考えている。

また2019年、南城市に対して、「当組合への発注増大に関する要望書（官公需適格組合制度の説明・これまでの
実績・今後の要望等を記載）」を提出して交渉したところ、「文化財の城壁修復等、保存修理に関連する工事につい
て、金額に関わらず随意契約により発注を行う」との回答を得ることに成功した。今後は、この実績を足掛かりに、
那覇市、沖縄市、宜野湾市など隣接市部へ同様の要望を伝えていくこととしている。

このように、当組合、並びに、官公需適格組合の有効性を積極的に伝えていくことで、将来へのレールを敷ける
よう取り組んでいくこととしている。

浦添ようどれ

平和の礎
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